
１ 総括

　(1) 人件費の状況（普通会計決算）

　(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、２７年４月１日現在の人数である。

　(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、

 　　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　　３　平成24・25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値である。

　　　４　ラスパイレス指数による比較は給料のみの比較であり、手当は含まれていない。手当には、当市では支給されていない地域手当

　や国家公務員のみ支給されている「広域移動手当」「本府省業務調整手当」などが含まれる。

　そのため、給与(給料に手当を含んだ額)で比較した場合は、ラスパイレス指数を基準とした比較より、当市の数値は低くなる。
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　(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について
① 給料表の見直し

〔 実施 未実施 〕

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日

（内容）　給料表において、国家公務員の給与に関する人事院勧告及び大分県人事委員会勧告等を勘案し、引き下げを行う。

　激変緩和のため、５年間（平成３２年３月３１日まで）の経過措置（現給補償）を実施する。

　他の給料表についても、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施する。

② 地域手当の見直し

制度なし

③ その他の見直し内容

管理職員の特別勤務手当について、国公に準じ平成２７年４月１日から新設

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

　(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２８年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２８年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　　 
　　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）

で算出している。

　　　　※平成２８年４月に発生した熊本・大分地震の対応により平均給与月額（時間外勤務手当含む）が例年比べ増となっている。

 （2) 職員の初任給の状況（２８年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）　（　　　）内の金額は、２８年４月１日現在のカット後の実支払額（１％カット）

 （3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２８年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）　（　　　）内の金額は、カット後の実支払額

類似団体

竹　田　市区　　　　　分

一般行政職

263,100（256,522）

224,500（222,255）

183,300（181,467）

281,975 348,439

149,000（147,510）

消　防　職

一般行政職

高　校　卒 149,000

183,300

365,700（352,900）

経験年数２５年

378,200（364,963）

368,100（355,216）

経験年数３０年区　　　　分

357,813

345,685

390,301

経験年数１０年

347,000（334,855）高　校　卒

大　学　卒

大　学　卒

263,100（256,522）

347,000（334,855）

308,060

高　校　卒

平均給与月額

国大　分　県

42.8 374,186320,922

43.6

大分県

国

442,232

303,864

経験年数２０年

竹田市 34.3 410,782267,730

183,300（181,467）大　学　卒

平 均 年 齢区　　分

46.8竹田市

平 均 年 齢

356,344

平均給料月額

（国比較ベース）

平均給与月額区　　分 平均給与月額

224,500（222,255）

大　学　卒

365,700（352,900）

高　校　卒

消　防　職

518,323

331,816

388,800（375,192）

391,800（378,087）

（国比較ﾍﾞｰｽ）

144,600

176,700

―

―

378,200（364,963） 391,800（378,087）

368,100（355,216）

―

―

388,800（375,192）

平均給料月額

149,000（147,510）

43.0 329,937

平均給与月額

410,984 410,984

36.8

類似団体

2



３ 一般行政職の級別職員数等の状況

 （1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２８年４月１日現在）

（注）１　竹田市職員の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

 （2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

　 病気休暇日数等の勤務状況及び勤務評定により昇給を判定。
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４ 職員の手当の状況

 （1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（27年度）

千円 千円

（26年度支給割合） （27年度支給割合） （27年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　役職加算　　　　５％～２０％ 　　役職加算　　　　５％～２０％

　　管理職加算 　　１０％　 　　管理職加算 　　１０％～２５％　

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　

 （2) 退職手当（２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

 　(3) 特殊勤務手当（２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (4) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

25.55625

234

91,068

―

国大　　　　分　　　　県

１人当たり平均支給額（27年度）

1.62.60

　　　　　（２％～４５％加算）

3,194

- 0.75-

国

23.0

36,718

20.445

29.145

0円

0円

1,277,100円

社会福祉業務に従事する職
員の特殊勤務手当

消防職員
月額　日勤職員　　　1,000円
　　　　隔日勤務職員2,000円

支給実績（27年度決算）

203

79,868

基準日以前６ヶ月以内の勤務状況（病気休暇・育児休業等）の期間率を反映させ、支給割合を決定している。

手当の種類（手当数）

医師職員

41.325

　　管理職加算 　　なし　

20.445

定年前早期退職特例措置加算その他の加算措置

-

49.59

34.5825

左記施設で作業に従事する職員

24,568

49.59

竹　　　　田　　　　市

2.60

　　役職加算　　　　５％～１５％

1.6

1,669 1,688

1.45

福祉事務所生活保護係

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

7

49.590

41.325

支給実績（26年度決算）

行旅死亡人の取扱いに従事
した職員の特殊勤務手当

消防職員の特殊勤務手当

ゴミやし尿処理、火葬業
務

行旅死亡人等の取扱い

ケースワーカー

清掃ｾﾝﾀｰ、衛生ｾﾝﾀｰ、浄光園に勤務
する職員の特殊勤務手当

税務事務に従事する職員

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　なし　　　　　　　　　　　）

手当の名称

医師職員の特殊勤務手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度）

主な支給対象職員

感染症の疑いのある患者や
家畜の防疫作業

賦課及び徴収業務等

医療業務

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

給料及び初任給調整手当の月
額の合計額の１０／100の額

643,333円

0円

1,178,040円

月額2,500円

1日につき500円

月額2,000円

１人につき　病　人1,000円
　　　　　　　死亡人3,000円

月額1,000円

96,000円

49.59

左記職員に対する支給単価
支給実績
（27年度）

1.45

1.6

0.75

竹　　　　田　　　　市

49.59

49.59

34.5825

25.55625

定年前早期退職特例措置加算

支給実績（27年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

主な支給対象業務

左記業務に従事した職員

税務職員の特殊勤務手当

消防業務（消火、救急等）

2.60

29.145

左記作業に従事した職員
感染症防疫作業に従事する
職員の特殊勤務手当
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 (5) その他の手当（平成２８年４月１日現在）

円 円

円

円

円

円

円

千円 円

千円 円

５　特別職の報酬等の状況（平成２８年４月１日現在）

（参考）類似団体における最高／最低額

円 円／ 円

円 円／ 円

円            ― 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　　（27年度支給割合）

月分

月分

月分

月分

　（１期の手当額） 　（支給時期）

（注）　１　（　　　）内の金額は、カット後の実支払額（市長３０％・副市長１３％）

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期４年勤めた場合の見込額である。

給料月額等

315,000

     ―

249,000

440,000

冬　　　　　　１．６７５

5,500

  夏　　　　　　１．４７５

　　（27年度支給割合）

配偶者以外の扶養親族1人に
つき

借家家賃月額23,000円以
下

12,000

自宅　2,500円

29,700

配偶者を欠く職員の扶養親族
のうち1人目

扶養手当 異なる

配偶者

7,000

653,000   (568,110)

副 議 長

副 議 長

支給単価が
異なる

（家賃額－23,000
円）×1/2+11,000
円

借家家賃月額23,000円超
～55,000円未満

800,000

1,010,000

副 市 長

議 長

満16歳の年度初めから満22歳
の年度末までの子　　加算額1
人につき

住居手当

通勤手当

異なる

議 員

国の制度
との異同

14,000

814,000   (569,800)

6,590,076円

収 入 役

給
料

管理職手当

11,396,000円

　　　　　　　　　―

借家家賃月額55,000円以
上

402,000

期
末
手
当

340,000

議 員

議 長

退
職
手
当

　（算定方式）

27,000円

交通機関等利用者
全額支給限度額　　55,000円

交通用具使用者
交通用具使用距離に応じ2,100円～23,140円

市 長

変則勤務職場の年末年始の出勤

市 長

収 入 役

副 市 長

家賃額－12,000円

休日勤務手当

本俸の課長職　５％ 異なる

区 分

―

給料月額×290/100×勤務年数

362,000
報
酬

  夏　　　　　　１．４７５

収 入 役 冬　　　　　　１．６７５

市 長

副 市 長

給料月額×500/100×勤務年数

手　当　名
支給実績

（27年度決算）
国の制度と
異なる内容

121,722

千円

59,751

3,269

20,163

千円

交通用具使
用距離毎の
金額が異なる

率が異なる

全ての休日が
対象ではない

420,000

450,000

500,000

自宅支給の
制度なし

552,000

265,000

基本的に同じ

71,072

28,571

353,739

88,458

 ―

その任期ごとに支払う

その任期ごとに支払う

基本的に同じ

256,446

千円

支給職員１人当たり
内容及び支給単価 平均支給年額

（2７年度決算）
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６　職員数の状況

（平成28年4月1日現在）

事務の統廃合縮小に伴う減員（支所一課体制）

民間委託に伴う減員（福祉部門）

業務増に伴う増員（農林部門）

事務移管に伴う減員（商工部門）

課の新設に伴う増員（都市計画部門）

＜参考＞人口一万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口一万人当たり職員数 人）

任用替えに伴う減員

＜参考＞人口一万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口一万人当たり職員数 人）

＜参考＞人口一万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(3)職員数の推移 （単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
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７　公営企業職員の状況

 (1) 水道事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

（参考）

26年度の総費用に占める

職員給与費比率

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２８年３月３１日現在の人数である。
  （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含まない。

イ　特記事項
・平成２７年４月１日から職員給料月額の管理職６．０％・一般職４．０％以内のカットを実施。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

　　（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。
　　　　　基本給とは、給料と扶養手当の合計額である。
　　　　　平均月収額とは、平均年収を１２で除した額である。
　　　　　団体平均とは、市町村（政令指定都市を除く。）の平均値である。

③ 職員手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（27年度）

千円 千円

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　役職加算　　　　５％～１５％

　　管理職加算 　　なし

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　なし　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

職員給与費比率

Ｂ／Ａ

　　　　　　　　　　　％　　　　　　％

28 25

千円千円

一人当たり給与費給与費 B/A

6,620

（参考）市町村水道事業平均

49.59

41.325

竹田市

49.59

竹田市水道事業

定年前早期退職特例措置加算 定年前早期退職特例措置加算

34.58250

25.55625

1.6

-

6,190

一人当たり

千円 　　　　　　　千円

-8,279166,059

純損益又は実質 職 員 給 与 費 総費用に占める総費用
区　　分

収支

7 29,946 4,491

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　計　　Ｂ給　 料 職員手当

-

41.325

49.59

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　なし　　　　　　　　　　　）

49.59

24,568

49.59

49.59

- 25,101

事業者

20.445

　　管理職加算 　　なし　

29.145

　　　　　　　　Ｂ

2.60 1.6 2.60

- -

千円

期末・勤勉手当

11,901

千円

　　　　　　Ａ

46,338

　　　　　　　　　　　Ａ

　　　　　千円

1,700 1,669

竹田市水道事業

１人当たり平均支給額（27年度）

千円
27年度

人

27年度

竹田市

区　　分

49.1 372,798 551,643

団体平均 44.7 346,797 514,785

　　　　　千円

区　　分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

-

　　役職加算　　　　５％～１５％

34.5825

25.55625

46,338

29.145

20.445

竹田市
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ウ　特殊勤務手当（２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

オ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）

円 円

円

円

円

円

円

円

主な支給対象業務

率が異なる

支給実績
（27年度決算）

国の制度と
異なる内容

支給単価が
異なる

異なる

自宅支給の
制度なし

交通用具使
用距離毎の
金額が異なる

千円

千円

千円

374 千円

1,369

518

255

支給実績（27年度決算）

手当の名称 主な支給対象職員

手当の種類（手当数）

配偶者 14,000

支給実績（26年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度）

配偶者以外の扶養親族1人に
つき

7,000

国の制度
との異同

職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

支給実績（27年度決算）

扶養手当

満16歳の年度初めから満22歳
の年度末までの子　　加算額1
人につき

264

1,848

通勤手当

交通機関等利用者
全額支給限度額　　55,000円

基本的に同じ
交通用具使用者
交通用具使用距離に応じ2,000円～22,640円

配偶者を欠く職員の扶養親族
のうち1人目

借家家賃月額23,000円超
～55,000円未満

（家賃額－23,000
円）×1/2+11,000
円

借家家賃月額55,000円以
上

27,000円

借家家賃月額23,000円以
下

家賃額－12,000円

281

1,969

管理職手当 本俸の課長級　５％ 異なる

住居手当

自宅　2,500円

異なる

374,724

（27年度決算）

平均支給年額
支給職員１人当たり

左記職員に対する支給単価

12,000

支給実績
（27年度）

5,500

51,192

129,500

342,405
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